
メーター設置誓約書 

 

 

尾道市上下水道事業管理者 様 

 

  令和      年     月     日 

 

申込者   

住所                

氏名                    ㊞ 

 

工事場所 

指定給水装置工事事業者 

 

 

                                                            

 

受付番号        号の給水装置申込について、メーターの設置場所が尾道市給水装置工

事設計施工基準（6.6 メーターの設置基準）を満たしておらず、尾道市上下水道局から改善を指導

されましたが、 

理由：                                                         

申込の箇所で許可願います。 

 

 止水栓からメーターの間で漏水が発生した場合には、尾道市上下水道局の指導に従い、尾道市

指定給水装置工事事業者に依頼し、自費をもって遅滞なく修理を行います。また、維持管理上の

問題等、本件に関わる諸問題が発生した場合には、全て申込者の責任を持って解決をし、尾道市

上下水道局に対し一切の異議等を申し立ていたしません。 

 

 

 売買や譲渡により所有者の変更がある場合は、新たな所有者に上記事項を説明し、誓約内容を

継承させます。 



メーター設置誓約書 

 

 

尾道市上下水道事業管理者 様 

 

  令和      年     月     日 

 

申込者   

住所                

氏名                    ㊞ 

 

工事場所 

受付番号            年          号 

指定給水装置工事事業者 

 

 

                                                            

 

 給水装置の維持管理について、メーターの設置場所が尾道市給水装置工事設計施工基準（6.6

メーターの設置基準）を満たしておらず、尾道市上下水道局から改善を指導されましたが、 

理由：    排水管、ガス管が近接しており、申込箇所での設置が不可能なため                                                     

申込の箇所で許可願います。 

 

 このため、第一止水栓以降で漏水が発生した場合には、尾道市指定給水装置工事事業者に依

頼し、自費をもって遅滞なく修理をします。また、維持管理上の問題等、本件に関わる諸問題が発

生した場合には、全て申込者の責任を持って解決をし、尾道市上下水道局に対し一切の異議等

を申し立ていたしません。 

 

 

 売買や譲渡により所有者の変更がある場合は、新たな所有者に上記事項を説明し、誓約内容を

継承させます。 

（例）



メーター設置誓約書 

 

 

尾道市上下水道事業管理者 様 

 

  令和      年     月     日 

 

申込者   

住所                

氏名                    ㊞ 

 

工事場所 

受付番号            年          号 

指定給水装置工事事業者 

 

 

                                                            

 

 給水装置の維持管理について、メーターの設置場所が尾道市給水装置工事設計施工基準（6.6

メーターの設置基準）を満たしておらず、尾道市上下水道局から改善を指導されましたが、 

理由：   本申込は集合住宅であり、公私境界より 2.0m 以内でのメーター設置が困難なため                

申込の箇所で許可願います。 

 

 このため、第一止水栓以降で漏水が発生した場合には、尾道市指定給水装置工事事業者に依

頼し、自費をもって遅滞なく修理をします。また、維持管理上の問題等、本件に関わる諸問題が発

生した場合には、全て申込者の責任を持って解決をし、尾道市上下水道局に対し一切の異議等

を申し立ていたしません。 

 

 

 売買や譲渡により所有者の変更がある場合は、新たな所有者に上記事項を説明し、誓約内容を

継承させます。 

（例）



メーター設置誓約書 

 

 

尾道市上下水道事業管理者 様 

 

  令和      年     月     日 

 

申込者   

住所                

氏名                    ㊞ 

 

工事場所 

指定給水装置工事事業者 

 

 

                                                            

 

受付番号        号の給水装置申込について、メーターの設置場所が尾道市給水装置工

事設計施工基準（6.6 メーターの設置基準）を満たしておらず、尾道市上下水道局から改善を指導

されましたが、 

理由： トラック等車両重量の重い車の出入りがあり、メーターボックス破損の恐れがあるため                  

申込の箇所で許可願います。 

 

 止水栓からメーターの間で漏水が発生した場合には、尾道市上下水道局の指導に従い、尾道市

指定給水装置工事事業者に依頼し、自費をもって遅滞なく修理を行います。また、維持管理上の

問題等、本件に関わる諸問題が発生した場合には、全て申込者の責任を持って解決をし、尾道市

上下水道局に対し一切の異議等を申し立ていたしません。 

 

 

 売買や譲渡により所有者の変更がある場合は、新たな所有者に上記事項を説明し、誓約内容を

継承させます。 

（例）


